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jJ手ji

i?( 北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

O
二
O
O
一
二
年
二
一
月
二
七
日

午
後
二
時
よ
り
(
民
法
理
論
研
究
会
と

共
催
)

「
法
の
理
論
か
ら
法
の
解
釈
へ

|
1
1
批
判
的
社
会
理
論
の
可
能
性
」

報
告
者

瀬

孝

棚

雄

(
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
)

出

席

者

三

五

名

わ
が
国
で
は
、
法
解
釈
方
法
と
し
て
、
ブ
ォ

1
マ
リ
ズ
ム
へ
の
回
帰
が

見
ら
れ
る
昨
今
に
お
い
て
、
暗
黙
知
と
し
て
語
ら
れ
が
ち
な
「
リ
l
ガ
ル

マ
イ
ン
ド
」
に
お
い
て
も
、
法
実
務
の
「
死
角
」
が
滞
ん
で
い
て
、
そ
れ

を
外
的
視
点
か
ら
可
視
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
、
大
勢
に
抗
し
て
、

リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
継
承
の
も
と
に
、
法
解
釈
を
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト

の
も
と
に
批
判
的
に
「
文
脈
化
」
し
て
い
く
方
向
性
を
探
る
報
告
で
あ
っ

た。

一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
フ
ォ

l
マ
リ
ズ
ム
の
背
景

と
し
て
は
、
ネ
l
シ
ヨ
ン
と
し
て
未
成
熟
の
段
階
で
、
啓
蒙
の
論
理
が
強

く
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
が
、
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
期
に
は
、
対
応
す
べ
き
社

会
的
状
況
が
前
面
化
し
て
、
社
会
的
機
能
の
中
で
「
法
」
は
捉
え
ら
れ
、

啓
蒙
的
憲
法
原
理
の
欺
蹴
性
も
暴
露
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
そ
れ

で
も
な
お
、
一
九
五

0
年
代
、
六

0
年
代
に
お
い
て
は
、
自
由
主
義
的
理

念
が
単
純
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
多
文
化
主
義

的
状
況
認
識
が
高
ま
り
、
「
人
種
」
を
巡
る
議
論
が
沸
騰
し
て
い
る
現
状

に
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
「
内
的
視
点
」
と
か
「
地
平
の
融
合
」
と
か
、

わ
が
国
で
は
比
較
的
有
力
化
し
て
い
る
方
向
性
で
は
無
理
が
あ
り
、
前
述

の
如
き
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。

な
お
、
契
約
法
観
に
つ
い
て
も
、
議
論
に
な
り
、
地
平
の
融
合
と
し
て

の
取
引
内
の
了
解
と
い
う
見
方
に
疑
義
が
示
さ
れ
、
少
な
く
と
も
日
米
の

契
約
観
は
異
な
る
こ
と
が
、
強
調
さ
れ
た
。

い
ず
れ
、
棚
瀬
教
授
自
身
が
、
本
報
告
を
活
字
化
さ
れ
る
と
の
こ
と
で

あ
る
の
で
(
北
大
法
学
論
集
に
掲
載
予
定
)
、
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
り
た

い
。
年
末
の
企
画
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
参
加
者
は
多
く
、
議
論

も
活
発
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
教
授
の
研
究
活
動
及
び
こ
う
し
た
解
釈
方
法

す
な
わ
ち
、
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報

論
へ
の
多
方
面
の
方
々
の
関
心
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

(
文
責

吉
田
邦
彦
)

雑

O
二
O
O
四
年
一

O
月
三

O
日
(
土
)
午
前
一

O
時
よ
り

「
高
齢
化
社
会
の
下
で
の
相
続
法
」

報
告
者

マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
・
フ
ァ
ク
ス

(
イ
ン
ゴ
ル
シ
ユ
タ
ッ
ト
・
ア
イ
ヒ
シ
ユ
タ
ッ
ト
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
教
授
)

通
訳

出
席
者

一
.
二

O
O
四
年
一

O
月
に
ブ
ッ
ク
ス
教
授
は
信
託
関
係
の
財
団
の
招

待
で
東
京
で
講
演
し
た
後
(
筑
波
大
学
・
新
井
誠
教
授
が
世
話
人
て
札

幌
を
訪
問
さ
れ
た
。
本
講
演
の
下
敷
き
と
な
っ
た
原
稿
の
翻
訳
は
、
信
託

法
研
究
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。
以
下
は
、
法
学
会
で
の
講
演
の
要
約
で
あ

る。

藤

原

正

名

二
.
現
在
の
高
齢
化
社
会
の
下
で
、
ド
イ
ツ
の
相
続
法
が
ど
の
よ
う
に

変
化
し
た
の
か
に
つ
き
、
相
続
法
上
の
制
度
、
人
口
構
成
の
変
化
、
ド
イ

ツ
の
相
続
法
の
反
応
と
機
能
と
い
う
順
序
で
問
題
を
取
り
あ
げ
た
い
。

一
二
.
一
九
O
O
年
の
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
相
続
法
を
家
族
法
か
ら
切
り

離
し
、
所
有
権
の
自
由
と
同
様
に
個
人
財
産
の
承
継
へ
と
変
化
さ
せ
た
。

そ
の
象
徴
が
、
遺
言
相
続
の
法
定
相
続
へ
の
優
先
で
あ
る
。
た
だ
し
、
家 員Ij

族
の
結
束
も
無
視
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
配
偶
者
相
続
権
の
尊
重
(
役

権
で
は
な
く
、
相
続
分
)
と
扶
養
の
要
素
は
遺
留
分
に
残
さ
れ
た
。
加
え

て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
剰
余
共
同
制
の
夫
婦
財
産
制
、
お
よ
び
、

四
分
の
一
相
続
分
を
増
額
す
る
こ
と
で
、
生
存
配
偶
者
の
生
活
を
尊
重
し

て
い
る
。
か
っ
、
以
上
の
傾
向
は
別
産
制
で
も
変
わ
ら
な
い
。

四
.
次
に
、
高
齢
化
社
会
に
適
合
的
な
三
つ
の
相
続
法
上
の
制
度
(
共

同
遺
言
、
先
位
・
後
位
相
続
、
相
続
契
約
)
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

(a)

夫
婦
問
で
だ
け
許
さ
れ
る
共
同
遺
言
を
相
関
的
に
行
え
ば
、
一
方
の
無
効

は
他
方
の
無
効
を
も
た
ら
し
、
か
っ
、
拘
束
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
、
実
務
で
多
い
の
は
、
生
存
配
偶
者
を
単
独
相
続
人
(
先
位
相
続
人
)

と
し
、
(
共
通
の
)
子
を
後
位
相
続
人
に
指
定
す
る
ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
で

あ
る
。
加
え
て
、
子
の
遺
留
分
の
主
張
を
封
じ
る
条
項
が
付
加
さ
れ
る
の

が
通
常
で
あ
る
。

(
b
)
先
位
相
続
人
は
完
全
な
相
続
人
だ
が
、
処
分
権

は
制
限
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
法
的
地
位
は
役
権
者
の
地
位
に
類
似
し
て
い

る
。
か
っ
、
後
位
相
続
人
は
相
続
の
見
込
み
で
は
な
く
、
期
待
権
を
持
ち
、

期
待
権
は
譲
渡
・
担
保
設
定
が
可
能
で
、
後
位
相
続
人
の
債
権
者
は
執
行

が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
位
相
続
に
よ
っ
て
遺
産
を
で
き
る
だ
け
目

減
り
さ
せ
ず
、
後
位
相
続
人
に
承
継
さ
せ
る
の
が
、
以
上
の
制
度
の
目
的

で
あ
る
。

(
C
)

相
続
契
約
は
被
相
続
人
と
相
手
方
と
の
契
約
で
、
相
手

方
又
は
第
三
者
を
相
続
人
指
定
す
る
か
、
受
遺
者
と
す
る
契
約
で
あ
る
。
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法学会記事

相
続
法
上
の
処
分
と
契
約
と
い
う
二
重
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
一
方
で
、

相
続
法
上
の
処
分
ゆ
え
、
方
式
は
公
正
証
書
が
要
求
さ
れ
る
。
他
方
で
、

契
約
ゆ
え
撤
回
不
可
能
、
か
っ
、
相
続
契
約
に
矛
盾
す
る
先
行
後
行
の
死

因
処
分
は
無
効
と
さ
れ
る
が
、
被
相
続
人
の
生
前
処
分
は
自
由
で
あ
る
。

但
し
、
受
益
者
を
害
す
る
意
図
で
の
被
相
続
人
の
贈
与
の
受
贈
者
は
不
当

利
得
の
規
定
に
よ
る
返
還
義
務
を
負
う
(
以
上
の
規
定
を
め
ぐ
っ
て
、
判

例
・
学
説
上
は
色
々
と
争
わ
れ
た
が
、
返
還
請
求
の
要
件
は
拡
張
さ
れ

た
)
。
以
上
は
高
齢
化
社
会
に
適
合
的
な
相
続
法
上
の
手
段
、
だ
と
い
え
る
。

そ
の
理
由
が
、
以
下
で
示
す
人
口
動
態
の
変
化
で
あ
る
。

五
.
ド
イ
ツ
民
法
典
の
立
法
時
の
一
九
O
O
年
に
は
、
出
生
率
は
二
・

五
人
で
人
口
維
持
の
最
低
限
二
・
一
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
一
九
六
0
年
代
の
終
わ
り
か
ら
出
生
率
は
減
少
し
続
け
、
現
在
は
一

四
人
で
あ
る
。
反
対
に
平
均
余
命
は
、
男
子
四
四
・
八
歳
、
女
子
四
八
・

三
歳
か
ら
、
一
九
七
五
年
で
六
八
・
六
、
七
五
・
二
と
な
っ
て
い
る
。
以

上
の
傾
向
は
、
連
邦
統
計
局
の
予
想
で
も
継
続
し
、
ニ

O
五
O
年
で
は
八

一
・
八
、
八
六
・
六
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
相
続
時
の
年
齢
が
高
齢
化
し
、

相
続
の
伝
統
的
な
機
能
が
変
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
は
、
相
続

時
に
被
相
続
人
は
六
O
歳
1
六
五
歳
、
相
続
人
は
二
五
歳
1
三一
O
歳
、
だ
っ

た
が
、
現
在
は
七
五
歳
1
八
O
歳
、
五
五
歳
1
六
O
歳
で
あ
る
。
か
つ
て

は
被
相
続
人
は
職
業
生
活
の
引
退
以
降
の
人
生
は
短
く
、
他
方
で
、
相
続

人
は
人
生
の
ス
タ
ー
ト
(
職
業
生
活
、
家
庭
生
活
)
の
た
め
に
相
続
財
産

を
必
要
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
は
以
上
の
相
続
人
の
生
活
保
障

(
扶
養
)
の
機
能
が
脱
落
し
、
被
相
続
人
に
と
っ
て
の
相
続
財
産
の
必
要

性
が
目
立
っ
て
き
て
い
る
。

六
.
以
上
を
前
提
に
相
続
法
の
機
能
を
考
え
る
と
、
先
に
見
た
相
続
上

の
制
度
の
二
段
階
の
性
格
が
、
高
齢
化
社
会
に
適
合
し
て
い
る
の
が
分
か

る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
は
自
己
と
配
偶
者
の
生
活
、
次
に
、
子
の
相
続
の
確

実
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
三
つ
の
制
度
で
は
相
続
契
約
が
最

も
利
用
可
能
性
が
高
く
、
被
相
続
人
は
相
続
人
指
定
、
遺
贈
と
引
換
に
、

介
護
な
ど
の
世
話
を
受
益
者
と
約
し
、
反
対
に
受
益
者
は
相
続
の
確
実
な

保
証
を
得
る
。
こ
う
い
っ
た
形
で
、
二
段
階
の
相
続
を
確
実
と
す
る
措
置

を
講
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、
相
続
は
「
売
買
」
さ
れ
て
連

鎖
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
意
味
で
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
立
法
時
か
ら

高
齢
社
会
の
た
め
の
法
制
度
を
全
て
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
現
在
は
そ
の

機
能
が
変
化
し
た
と
い
え
る
。
但
し
、
実
は
言
う
に
足
る
財
産
を
相
続
で

き
る
人
間
は
限
ら
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
事
態
が
楽
観
的
な
わ
け
で
は
な

い
こ
と
も
付
言
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

七
.
討
論
で
は
、
主
に
比
較
法
的
な
視
点
か
ら
、
財
産
承
継
の
た
め
の

各
国
の
法
制
度
に
関
す
る
討
論
が
行
わ
れ
、
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
な
相
続
法

上
の
制
度
を
禁
止
す
る
国
も
、
生
前
処
分
な
ど
の
組
み
合
わ
せ
で
、
結
論

北法55(6・331)2551 



報

的
に
は
類
似
し
た
結
果
に
到
達
す
る
可
能
性
が
議
論
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

遺
留
分
の
存
在
理
由
が
議
論
さ
れ
、
扶
養
の
方
向
に
収
赦
す
る
可
能
性
(
イ

ギ
リ
ス
・
モ
デ
ル
)
が
論
じ
ら
れ
た
。
(
文
責
藤
原
正
則
)

雑

O
二
O
O
四
年
一
一
月
四
日
(
木
)
午
後
三
時
よ
り

「
司
、
法
審
査
の
現
状
と
将
来
」

報
告
者

出

席

者

三

二

名

当
日
は
右
の
タ
イ
ト
ル
に
「
今
日
の
雑
感
」
と
い
う
副
題
を
付
け
た
。

未
熟
な
感
想
を
開
陳
す
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
法
学
会
に
御
礼
申
し

上
げ
た
い
。

ま
ず
司
法
が
霞
か
れ
た
現
状
(
こ
の
数
年
を
指
す
)
に
つ
い
て
、
報
告

者
は
そ
れ
が
い
ま
極
端
に
同
義
的
な
要
請
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
過
度
の
司
法
消
極
主
義
(
い
わ
ば
「
小
さ
す
ぎ
る

司
法
」
)
で
あ
る
旨
の
指
摘
が
憲
法
学
者
か
ら
ば
か
り
で
な
く
憲
法
調
査

会
に
お
い
て
与
党
議
員
か
ら
も
な
さ
れ
る
事
態
が
あ
り
(
衆
議
院
憲
法
調

査
会
平
成
二
一
年
五
月
二
五
日
開
催
分
に
お
け
る
保
岡
興
治
委
員
の
発

言
)
、
他
方
で
は
U
F
J統
合
交
渉
を
禁
止
し
た
東
京
地
裁
の
仮
処
分
決

定
を
取
り
消
し
た
東
京
高
裁
決
定
に
対
し
て
住
友
側
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ

た
「
司
法
が
判
断
す
る
問
題
で
は
な
く
、
経
済
活
動
へ
の
過
剰
介
入
だ
」

中東

居

↑央

行

(
口
経
新
聞
二
O
O
凹
年
八
月
一
六
日
朝
刊
掲
載
の
住
友
信
託
社
長
発
言
)

と
い
っ
た
批
判
(
い
わ
ば
「
大
き
す
ぎ
る
司
法
」
)
が
あ
る
。
ま
た
、
別

の
観
点
か
ら
み
て
も
、
司
法
改
革
の
理
念
の
一
っ
と
も
言
っ
て
裁
判
員
制

に
象
徴
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
司
法
の
民
主
化
」
の
要
請
が
あ
り
、
他

方
に
は
知
財
高
裁
や
専
門
委
員
制
度
の
導
入
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
司
法

の
専
門
化
」
の
要
請
が
あ
る
。
こ
う
し
た
「
よ
り
大
き
な
司
法
」
見
「
よ

り
小
さ
な
司
法
」
、
「
よ
り
民
主
的
な
司
法
」
札
「
よ
り
専
門
的
な
司
法
」

と
い
う
対
立
図
式
が
司
法
を
取
り
巻
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
以
下
の
よ
う
な
日
本
国
憲
法
の
「
司
法
権
」
の

理
念
に
内
在
す
る
両
義
性
が
こ
こ
に
き
て
い
っ
き
ょ
に
噴
出
し
て
い
る
こ

と
の
結
果
で
あ
る
と
も
い
い
う
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
「
具
体
的
事
件

の
解
決
」
札
「
憲
法
保
障
機
能
」
と
い
う
司
法
審
査
制
の
意
義
を
め
ぐ
る

対
立
図
式
は
戦
後
初
期
か
ら
憲
法
学
に
お
い
て
は
常
識
的
で
あ
っ
た
。
ま

た
第
二
に
、
刑
事
司
法
の
急
所
と
も
い
い
う
る
「
真
実
発
見
」
見
「
適
正

手
続
」
も
、
後
者
が
理
論
的
に
は
勝
者
で
あ
る
は
ず
が
、
実
務
上
は
必
ず

し
も
そ
う
な
っ
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

実
は
こ
れ
ら
の
対
立
図
式
に
お
い
て
、
九
0
年
代
ま
で
に
す
で
に
司
法

は
一
つ
の
ク
リ
ア
な
自
画
像
に
到
達
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
、
個
別
事
件
ご
と
に
事
案
の
真
実
を
証
拠
に
よ
り
発
見
し

(
す
な
わ
ち
あ
く
ま
で
「
真
実
発
見
」
の
た
め
の
「
適
正
手
続
」
)
、
事
件
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の
適
切
な
解
決
と
い
う
意
味
で
弱
者
救
済
を
行
う
(
す
な
わ
ち
「
具
体
的

事
件
の
解
決
」
が
本
義
で
あ
り
「
憲
法
保
障
」
は
そ
の
結
果
で
あ
る
)
と

い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
司
法
像
は
、
一
言
で
い
え
ば
「
小
さ

な
司
法
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
象
徴
的
に
は
ハ
ン
セ
ン
病
事
件
熊
本
地
裁
平

成
一
三
年
五
月
一
一
日
判
決
(
判
時
一
七
四
八
号
三
O
頁
)
に
み
ら
れ
た

よ
う
な
、
個
別
の
弱
者
を
判
例
の
網
を
か
い
く
ぐ
っ
て
で
も
救
済
し
よ
う

と
す
る
ス
タ
ン
ス
を
と
る
。
当
該
事
件
の
弱
者
救
済
に
特
化
し
た
ア
プ

ロ
ー
チ
が
、
結
果
的
に
は
世
論
や
政
治
を
動
か
す
い
わ
ば
「
ア
ル
キ
メ
デ

ス
の
点
」
と
な
り
う
る
こ
と
を
同
判
決
な
ど
は
教
え
て
く
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
ま
ま
「
小
さ
な
司
法
」
に
よ
る
個
別
救
済
の
積
み
重
ね

で
よ
い
の
か
。
必
ず
し
も
そ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う

に
、
今
日
な
お
「
大
き
な
司
法
」
(
司
法
積
極
主
義
、
民
主
化
さ
れ
た
司

法
。
憲
法
保
障
機
能
な
ら
び
に
適
正
手
続
の
要
請
も
ま
た
、
こ
れ
ら
「
大

き
な
司
法
」
の
徴
表
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
)
へ
の
期
待
は
あ
る
。
の
み
な
'

ら
ず
、
理
論
的
に
も
「
小
さ
な
司
法
」
に
は
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
第
一
に
、
「
国
家
」
と
「
社
会
」
の
二
元
論
が
「
小
さ
な
司
法
」
の
前

提
に
あ
り
、
司
法
は
「
社
会
の
な
か
の
正
義
」
(
財
産
権
と
人
格
権
)
を

実
現
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

表
現
の
自
由
の
規
制
な
ど
政
治
過
程
の
ゆ
が
み
が
正
面
か
ら
違
憲
と
さ
れ

な
い
こ
と
に
よ
り
、
「
国
家
」
の
領
域
に
お
け
る
正
義
の
実
現
が
も
っ
ぱ

ら
国
民
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
期
せ
ず
し
て
直
接
民

主
制
へ
の
動
因
と
も
な
り
う
る
。
司
法
が
過
度
に
「
国
家
」
の
領
域
を
忌

避
す
る
こ
と
で
、
代
表
民
主
制
の
正
当
性
へ
の
疑
問
を
充
進
さ
せ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
第
二
に
「
小
さ
な
司
法
」
は
当
事
者
や
事
件
の
姿
を
重
視

す
る
か
ら
、
憲
法
保
障
に
と
っ
て
は
場
当
た
り
的
で
あ
り
偶
然
の
要
素
が

大
き
い
。
時
間
も
か
か
る
。
現
状
の
よ
う
に
市
民
団
体
や
弁
護
士
グ
ル
ー

プ
が
弱
者
を
支
援
し
(
そ
う
で
な
け
れ
ば
真
に
弱
者
で
あ
る
も
の
が
訴
訟

を
提
起
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
)
、
そ
れ
な
り
に
絵
に
な
る
訴
訟
を
提

起
し
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
で
は
、
憲
法
裁
判
所
導
入
論
に
歯
止
め

は
か
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
一
一
一
に
、
「
事
件
性
」
の
希
薄
な
事
案
で
は
、

や
は
り
憲
法
判
断
を
引
き
出
し
に
く
い
。
事
件
が
な
い
の
だ
か
ら
弱
者
も

い
な
い
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
「
大
き
な
司
法
」
が
民
主
主
義

の
欠
陥
や
よ
ど
み
を
補
う
こ
と
が
将
来
の
具
体
的
事
件
の
予
防
に
な
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
「
大
き
な
司
法
」
を
志

向
す
る
ベ
ク
ト
ル
が
勢
い
を
増
し
て
い
る
今
、
戦
後
可
法
の
到
達
点
と
も

い
い
う
る
「
小
さ
な
司
法
」
の
善
し
悪
し
に
つ
い
て
再
考
す
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
憲
法
学
者
と
し
て
外
野
か
ら
司
法
を
な
が
め
つ
つ
、
日
本
国

憲
法
の
「
司
法
権
」
の
意
義
に
つ
き
考
察
を
続
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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